
仕様書 

(業務の内容) 

第１条 本業務は、新宿 45 号沿いの以下土地の調査、測量、分筆登記処理等を行う業務とす

る。 

・逗子市新宿４丁目 1707 番６、1707 番７ 

(履行期間) 

第２条 本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和８年２月 27 日までとする。 

 

(参加条件)  

第３条 本業務の参加条件は次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。 

２ 令和７・８年度逗子市競争入札参加資格者名簿（一般委託「土地家屋調査士業務の委託」）

に登録されているもの。 

３ 神奈川県内に本店又は支店、営業所を有する者であること。 

４ 土地家屋調査士法人又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。 

５ 本仕様書に示す業務内容を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。 

 

(作業範囲)  

第４条 本業務の作業範囲は別紙図面の通りとする。 

 

(作業における留意点)  

第５条 分筆する箇所については隣接する道路用地に接続する幅で行うが、土地所有者との協

議により、幅が変更する際には監督員と協議の上決定するものとする。 

 

(基本的処理方針) 

第６条 受注者は、本業務を実施する場合において、不動産登記法(平成 16 年法律第 123

号)、不動産登記令(平成 16 年政令第 379 号)、不動産登記規則(平成 17 年法務省令第 18

号)、不動産登記事務取扱手続準則(平成 17 年 2 月 25 日付け法務省民 2第 456 号通達)等の

各規程及び仕様書等に適合したものとなるよう、正確かつ迅速に業務を処理しなければな

らないものとする。 

(業務の実施)  

第７条 受注者は、本業務の実施にあたって発注者又は登記所から立会いを求められたときは

立会うものとする。 

２ 受注者は、発注者から本業務の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これ

に応じなければならない。 

 



 (土地の立入り等) 

第８条 関係市町村等への土地の立ち入り通知は、発注者名で行うものとし、受注者は、立

入りに当たって、発注者の交付する証票を携帯する必要が生ずる場合には、書面をもって

発注者に請求するものとする。 

２ 受注者は、土地所有者その他関係人と無用の摩擦を生じないよう注意するものとし、踏み

荒らし等の補償は受注者の負担とする。 

 

(作業の中止等) 

第９条 受注者は、発注者の指示があった場合は速やかに作業を中止すること。 

 

(内容の変更等) 

第 10 条 作業の過程において当社の都合により必要と認められるときは、設計等の内容を変更

するものとする。 

 

 (成果品) 

第 11 条 受注者は、別紙成果品一覧表に掲げる成果品を提出するものとする。 

(補正等) 

第 12 条 成果物の引き渡し後であっても不備が判明した時は、受注者の負担において補修しな

ければならない。 

(損害の負担) 

第 13 条 受注者が実施した業務に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注

者の負担とする。ただし、受注者が善良な管理者の注意を払ったと認められるとき及び発注

者の責めによる損害については、この限りでない。 

 (その他) 

第 14 条 この仕様書に定めない事項及び疑義が生じた事項については、監督員と協議して定め

るものとする。 

 

 

 



（別紙）成果品一覧表 

NO 成果品 数量 記事 

1 登記完了証、若しくは受領証（受付のお知らせ） 各 1部 
登記が完了しない場合はそ

の事由を記した報告書に換

えることができる。 

2 登記完了後の公図、地積測量図 各 1部 
登記が完了しない場合はそ

の事由を記した報告書に換

えることができる。 

3 登記の前提となる測量成果簿 各 1部 
 

4 

 

上記の電子データ 各 1部 
CD—ROM 等の電
子記憶媒体に 
格納するものとする 
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